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News letter

　 2021年7月号のニュ ースレ タ ーを

お届けし ます。

　 掲載内容に関し てご不明な点等

があれば、 当事務所までお問い合

わせく ださ い。
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◆新様式と なる母性健康管理指導事項連絡カ ード

◆過重労働防止のために注意すべき 労働時間管理

◆夫婦共働き の子ども を健康保険の扶養にする際の判断基準

◆新型コ ロナでシフ ト が減少し た場合の雇用保険の給付の特例措置



1. 母性健康管理措置とは

　 母性健康管理措置とは、男女雇用機会均等

法により 、妊娠中・ 出産後1 年以内の女性従業

員が保健指導・ 健康診査の際に、主治医や助

産師（ 以下、「 主治医等」という）から指導を受け、

会社に申し 出た場合に、その指導事項を守るた

めに必要な措置の実施が会社に求められると

いう も のです。具体的には以下のよう な措置が

あります。

 ・  妊娠中の通勤緩和

 ・  妊娠中の休憩に関する措置

 ・  妊娠中または出産後の症状等に関する措置  
  （ 作業の制限、勤務時間の短縮、休業等）

2. 新型コロナで追加された 
    措置

　 この措置の中に、新型コロナに関する措置と

して、職場の作業内容等によって、新型コ ロナ

への感染のおそれに関する心理的なスト レスが

母体または胎児の健康保持に影響があるとし

て、主治医等から 指導を受けたも のが追加され

ました。「 感染のおそれが低い作業への転換ま

たは出勤の制限（ 在宅勤務・ 休業）」が指導の

例としてあり、会社は指導に基づいて適切な措

置を講じ る必要があります。対象期間は現在の

ところ2022 年1月31日までとなっています。

3. 新様式となる  
　 母健連絡カード

　 主治医等から母性健康管理措置に関する指

導があった場合、その指導事項を 会社に的確

に伝えるためのも のとして、母健連絡カード が

用意されています。

　 様式について従前のも のより 求められる措

置の内容が分かり やすく なるよう 変更さ れ、

2021 年7 月1日から 新様式を利用すること に

なります。母性健康管理措置を求める女性従業

員には、7 月より 新様式の母健連絡カード を利

用するよう に案内しましょう 。
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新様式となる
母性健康管理指導事項連絡カード
妊娠中・出産後1年以内の女性従業員に対して、新型コロナウイルス感染症（ 以下、「 新型コロナ」

と いう ）に関する母性健康管理措置が追加されていますが、この期間が2022 年1月31日まで

延長されると 共に、「 母性健康管理指導事項連絡カード 」（ 母健連絡カード ）の様式が変更されて

います。

　 母健連絡カード は、 あく までも主治医等の指導事項を会社に的確に伝えるためのものです。 そのため、

この母健連絡カード の提出がない場合でも 、 女性従業員の申し 出からその内容等が明らかであれば、 会

社は必要な措置を講じ る必要があります。 また、 その内容が不明確な場合、 会社は女性従業員を介して

主治医等と 連絡をとり 、 判断を求める等の適切な対応が必要となります。
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1. 主な違反内容

　 今回、重点監督の対象と なった9,120 事業

場のう ち、6,553 事業 場（ 全 体の71.9％）で

労働基準関係法令の違反があり ました。主な

法違反は、「 違法な時間外労働があったも の」

が2,807 事業場（ 全体の30.8％）、「 過重労働

による健康障害防止措置が未実施のも の」が

1,829 事業場（ 全体の20.1％）、「 賃金不払残

業があったも の」が478 事業場（ 全体の5.2％）

となりました。

　 この中で、一番違反の多かった労働時間につ

いて、典型的な違反内容は以下のよう なも のと

なっています。

2. 労働時間の適正な把握

　 今回の9,120 事業場のう ち、1,528 事業場

（ 全体の16.8％）に対して、労働時間の把握が

不適正であるため、労働時間適正把握ガイド ラ

インに適合するよう に指導が行われています。

指導事項で多かった上位2 つは、「 始業・ 終業

時刻の確認・ 記録」と自己申告制による場合の

「 実態調査の実施」となっています。

　「 始業・ 終業時刻の確認・ 記録」では、会社は、

労働時間を適正に把握するため、従業員の労

働日ごと の始業・ 終業時刻を確認し 、こ れを記

録することが求められています。

　 また、自己申告制による場合の「 実態調査の

実施」では、自己申告により 把握した労働時間

が実際の労働時間と 合致しているか否かを、必

要に応じ て実態調査を実施し 、所要の労働時

間の補正を行う 必要があります。また、自己申告

した労働時間を超えて事業場内に残っている

時間について、その理由等を従業員に報告させ

る場合、その報告が適正に行われているかを、

会社は確認する必要があります。
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過重労働防止のために注意すべき
労働時間管理
昨年11月に実施された 「 過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果が公表されまし

た。このキャンペーンは、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場

や若者の「 使い捨て」が疑われる事業場等、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対し

て監督指導が実施されたも のです。この実施結果から、労働時間管理を行う 上で注意すべき事

項を確認します。

　 以前は、 賃金不払残業の指導が主となっていましたが、 近年は時間外労働の協定内容や手続きに着眼

点が置かれるよう になり、 労働時間の把握も 指導事項として多く みられます。 自社の実務運用に問題が

ないか確認を行い、 問題点は早急に改善しましょう 。

[ 労働基準法第 32 条 ]
・ 時間外労働を行う 場合、 事業場単位で  
   時間外・ 休日労働に関する協定（ 36 協定） 
   を締結していない。
・ 過半数代表者の選出が適正に行われてい 
   ない等で、 36 協定が無効である。
・ 時間外労働を行う 場合、 36 協定で定め 
  る限度時間の範囲を 超えて時間外労働 
   をさせている。
・ 協定に定められた手続きを行わずに、 特 
  別条項に基づく 時間外労働をさ せてい 
   る。

[ 労働基準法第 36 条第 6 項 ]
・ 時間外労働の上限規制を守っていない。

株式会社ルミ エールコ ンサルティ ング



7 月号 / 2021
社会保険情報  　 ROUM U INFORM ATION

夫婦共働きの子どもを健康保険の 
扶養にする際の判断基準
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイント を、

社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かり やすく お伝えします。

総務部長

今回、女性従業員を管理職に登用すること になり ました。夫婦共働きなのですが、この

登用でご主人よりも 年収が高く なるようです。現状、健康保険について、ご主人の扶養と

なっているお子さんを、当社の従業員の扶養に変更しなく てもよいのでしょう か。

健康保険では、いく つかの要件を満たした人について届け出ることで被扶養者として認

定されます。その要件は、主として被保険者に生計を維持されていることです。夫婦共働

きで子どもを扶養しているときには、夫婦の年間収入の多い方の被扶養者と することに

なっています。

やはりそうですか。そう なると 当社の従業員の被扶養者とすることが正し いのですね。

基本的にはそう なりますが、夫婦で年間収入の差が大きく ないときには、年によっていず

れの年間収入が多いか変わることもあります。そう なると 被扶養者の変更手続きを頻繁

に行わなければならないこともあります。そのため、夫婦の年間収入が同程度の場合に

は、主として生計を維持する人の被扶養者とすること ができます。

はい、これらの他にも 配偶者が公務員の場合や、自営業の場合の考え方についても 基準

が明確に整理されています。内容について、確認しておく とよいでしょう 。

① 夫婦共働きの場合の健康保険の被扶養者の認定に関する考え方が整理され、2021年 
　 8月1日から 適用される。
② 夫婦双方の年間収入の差が1割以内であれば主たる生計維持者の被扶養者と することが 
　 できる。
③ 基準は「 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」（ 令和3年4月30日 保保 
　  発0430第2号保国発0430第1号）で確認すること ができる。

確かに、毎年、夫婦双方の年間収入を確認して、健康保険証の発行手続きをしてると 大

変ですよね。同程度という 表現はどの程度まで認められるのかあいまいですね。

そうですよね。実は、2021 年8 月1日からは「 同程度」が「 夫婦双方の年間収入の差が、

年間収入の多い方の1 割以内」に変更になります。また、被扶養者の届出をする「 前年の

年間収入」で判断すること になっているも のが、「 過去の収入、現時点の収入、将来の収

入等から今後１年間の収入を見込んだもの」で判断することになります。

いろいろ変更になるのですね。

社労士

ONE 
POINT
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1. 雇用保険の加入要件

　 雇用保険は、原則として1週間の所定労働時

間が20 時間以上であり、かつ、31日以上の雇

用見込みがある労働者が被保険者となります。

雇用契約書等により1 週間の所定労働時間が

定まっていない場合やシフト 制などにより 直前

にならないと 勤務時間が判明し ない場合は、勤

務実績に基づき平均の所定労働時間を算定し

て被保険者になるかが判断されます。

2. 設けられた特例措置

　 新型コロナの影響を受け、シフト が減ったこ

とで、雇用保険の被保険者資格を喪失したり、

有期雇用契約を更新し なかったりした場合、雇

用保険の求職者給付については次の取扱いに

なります。

①就労日数等の定めがある場合

　 シフト 制労働者で、例えば、以下に該当すると

きは特定理由離職者または特定受給資格者と

して認められる場合があります。

②シフト の減少で週20 時間を下回る場合

　 2021 年3 月31日以降に、以下の理由によ

り 離職したときは特定理由離職者として、雇用

保険求職者給付の給付制限は設けられていま

せん。
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新型コロナでシフト が減少した
場合の雇用保険の給付の特例措置
新型コロナウイルス感染症（ 以下、「 新型コロナ」という）の影響により 解雇等となった労働者（ 見

込みも含む）は、2021 年5 月28 日現在、104,946 人となり、雇用への影響は相当大きなものと

なっています。解雇等となった労働者で、雇用保険に加入していた人の中には、雇用保険の求職

者給付を受給する人が多いかと 思いますが、シフト 制の労働者の求職者給付が支給される時期

や給付日数にかかる取扱いについて特例措置が設けられました。

・ 具体的な就労日数が労働条件として明示  
  さ れている 一方で、 シフト を 減らさ れた 
   場合

・ 契約更新時に従前の労働条件からシフト  
  を 減らし た労働条件を提示されたため、 
   更新を希望せずに離職した場合

・ 新型コロナの影響により 、シフト が減少し   
  （ 労働者が希望して減少した場合を除く ）、 
  概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20 
  時間を下回った、または下回ること が明ら  
  かになったことにより 離職した場合

　 シフト 制の労働者でも 、 前年同時期のシフト や直近月のシフト 等に基づいて労働日の設定を行い、 そ

れに基づき休業日を決め、 休業手当を支払うときは雇用調整助成金の対象になりますが、 新型コロナの

影響が長引く 中、 労働契約の内容を見直すことも 増えているでしょう 。 雇用保険の資格喪失手続きを行

う 際には、 離職した状況により 喪失原因も 異なること があるため留意しましょう 。
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7 月は、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の提供のほか、夏季休暇がある場合に

は、取引先へ事前にお知らせするとともに、取引先の休暇状況も 確認しておきましょう 。

　 7 月1 日現在の従業員（ 提出すべき被保険者全員）の4 ～6 月の報酬月額を「 算定基礎届」により 提出します。今年の提

出期間は、7 月1 日から7 月12 日までです。

　 今後、ワクチン接種の対象者が一般市民にまで拡大されていきますが、ワクチン接種後に高い確率で発熱や頭痛などの

副反応が出ることが報告されています。従業員が接種をした場合、副反応により業務に従事できない事態も想定されること

から、接種日の調整や休暇取得等の対応をあらかじ め検討しておく とよいでしょう 。

　 この時季になると、屋外作業等で熱中症が発生しやすく なります。具体的な熱中症対策について、厚生労働省や消防庁の

リーフレット 等も参考にして対策を行いましょう 。

　 夏季休暇を実施する企業は、事前に取引先に日程の通知をすると同時に、先方の休暇の有無（ ある場合は日程）の把握をし

ておきましょう。また、社内全体で一斉に休暇を取る場合は、主に次の対策をとっておきましょう 。

◆防犯・防火対策　 →　 専門業者に依頼するのか、社内で当番を組むのか等の対策をしましょう。

◆郵便など配達物の扱い

　 →　 郵便局には休暇中の郵便物の配達を休止し、休暇明けに一括で受け取ることができるサービスを受けるための所定の

　 　 　 届出用紙があります。今までにこのサービスを受けたことがない場合は、最寄りの郵便局へ問い合わせてみましょう。

◆休暇中に出勤する従業員の把握

◆従業員の休暇中の連絡先の把握　 →　 緊急連絡に備えておきましょう。

　 従業員が業務上の事故・疾病で1 ～3 日休業した場合は、四半期ごとにまとめて所轄の労働基準監督署に届け出ます。

　 7 月末までに4 月から6 月分の報告を行いますが、休業が4 日以上になった場合はその都度報告しなければいけません。

　 7 月は所得税（ 復興特別所得税を含む）の予定納税額の納付月となりますが、予定納税の義務のある人で、その年の申

告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額に係る承認を申請することができ

ます。

　 予定納税基準額とは、税務署が計算をして事前に通知する予定納税額をいい、予定納税基準額が15 万円以上になる

場合に、予定納税が必要となります。この予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算されています。

所得税の予定納税額の減額申請

労働者死傷病 （ 軽度） 報告の提出

健康保険・ 厚生年金の 「 被保険者報酬月額算定基礎届」 提出

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種

熱中症対策

夏季休暇にまつわる諸業務06

05

04

03

02

01

お 仕事備忘録　 WORK REM INDER
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7 月は、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の提供のほか、夏季休暇がある場合に

は、取引先へ事前にお知らせするとともに、取引先の休暇状況も 確認しておきましょう 。

日 曜日 六曜 項　 　 目

1 木 友引

●社会保険の算定基礎届の提出 （ ～7月12日） 
●所得税の予定納税額の減額申請 （ ～7月15日） 
●来春高校卒業予定者に対する学校への求人申込及び学校訪問開始 
●令和3年度全国安全週間 （ ～7月7日）

2 金 先負

3 土 仏滅

4 日 大安

5 月 赤口

6 火 先勝

7 水 友引 小暑

8 木 先負

9 金 仏滅

10 土 赤口

11 日 先勝

12 月 友引

●源泉所得税・復興特別所得税・ 住民税特別徴収分の納付 （ 6月分） 
●源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の源泉所得税の納付 （ 1～6月分） 
●労働保険の年度更新 
●社会保険の算定基礎届の提出 
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払 （ 第1期分）※口座振替を利用しない場合

13 火 先負

14 水 仏滅

15 木 大安
●高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出 
●所得税の予定納税額の減額申請

16 金 赤口

17 土 先勝

18 日 友引

19 月 先負

20 火 仏滅

21 水 大安

22 木 赤口 大暑　 海の日

23 金 先勝 スポーツの日

24 土 友引

25 日 先負

26 月 仏滅

27 火 大安

28 水 赤口

29 木 先勝

30 金 友引

31 土 先負

●健康保険・厚生年金保険料の支払 （ 6月分）（ 8月2日期限） 
●所得税の予定納税 （ 第1期分）（ 8月2日期限） 
●労働者死傷病報告書の提出（ 休業日数1～3日の労災事故［ 4月～6月］について報告）（ 8月2日期限） 
●固定資産税 （ 都市計画税）の納付 （ 第2期分）※市町村の条例で定める日まで
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